
学校感染症とその出席停止期間 

生徒が、学校感染症に罹患したと診断された場合、学校保健安全法第１９条の規定により、学校における流行を防ぐため、

出席停止の措置をとることになり、欠席扱いにはなりません。（「感染症の種類」参照） 

 

〈第一種感染症〉 

エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，痘瘡，南米出血熱，ペスト，マーブルグ熱， 

ラッサ熱，ポリオ，ジフテリア，重症急性呼吸器症候群（病原体が SARS コロナウイルスであるものに限る）， 

鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルス A 属インフルエンザ A ウイルスであってはその血清亜型が H5N1

であるものに限る） 

※上記の他，新型インフルエンザ等感染症，指定感染症及び新感染症 

 

〈第二種感染症〉 

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（H5N1）を除く），百日咳，麻疹，流行性耳下腺炎（おたふくがぜ），風疹， 

水痘（みずぼうそう），咽頭結膜熱（プール熱），結核，髄膜炎菌性髄膜炎 

 

〈第三種感染症〉 

コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌，腸チフス，パラチフス，流行性角結膜熱，急性出血性結膜熱， 

その他の感染症 

※この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として，溶連菌感症，ウイルス性肝炎， 

手足口病，伝染性紅斑（りんご病），ヘルパンギーナ，マイコプラズマ感染症，流行性嘔吐下痢症，アタマジラミ， 

水いぼ（伝染性軟疣腫），伝染性膿痂疹（とびひ） 

 

～出席停止期間～ 

〈第一種感染症〉 完全に治癒するまで 

〈第二種感染症〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病名 出席停止期間 主な症状

新型コロナウイルス感染症
発症後５日を経過し、かつ症状が軽快した

後１日を経過するまで
発熱・咽頭痛・咳・倦怠感・頭痛・腹痛等

インフルエンザ

※鳥インフルエンザを除く

発症後５日を経過し、かつ解熱後２日を

経過するまで
悪寒・発熱・頭痛・全身倦怠感・関節痛等

百日咳
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な

抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

連続して止まらない咳が特徴で発熱は少ない

夜間に咳がひどくなる

小学生以上になると咳の症状が続くことが多い

麻しん（はしか） 解熱後３日を経過するまで
発熱・風邪症状・目の充血・頬の内側に白いポツポツした斑点

一度熱が下がり再発熱の後発疹が出る

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発見した

後５日を経過し、かつ、全身状態が良好になる

まで

発熱・耳の下が腫れる・食欲不振・嚥下困難

風しん（３日はしか） 発疹が消失するまで
発熱と同時に発疹が出る

耳の後ろなどリンパが腫れる

水痘（みずぼうそう）
すべての発疹が痂皮化するまで

※痂皮化＝乾いてかさぶたのようになること

発疹が体と首のあたりから顔面に生じやすい

かゆみや疼痛を訴えることもある

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状消退後２日経過するまで
高熱・咽頭痛・頭痛・食欲不振

目の充血・流涙・まぶしがる・目やに

結核、髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで 長引く咳・たん・胸痛・発熱



〈第三種感染症〉 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 

「その他感染症」は、学校で流行が起こった場合に、その流行を防ぐため必要である時に限り校長が学校医の意見を聞き、

緊急的な措置をとることが出来る疾患です。出席停止の指示をするかどうかは感染症の種類や各地域、学校における感

染症の発症と流行の様態などを考慮の上、判断する必要があります。 

 

～インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の出席停止期間～ 

〈インフルエンザ〉 

「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで」が出席停止期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈コロナウイルス〉 

「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」が出席停止期間 


